
頓

阿

法

師

と

聖

冏

上

人

伊

藤

蕨

晃

　↑

淨
土
宗

の
第
七
祀
で
あ
る
、
了
譽
聖
冏
上
人

の
傳
記
中

に
於
て
、
上
人
が
壯
年
の
砌
上
洛
し
て
、
歌
聖
頓
阿
法
師
に

謁
し
て
歌
遘

の
奥
儀
を
尋
ね
、
共
秘
訣
を
受
け
ら
れ
た
叉
頓
阿
法
師

に
對
し
て
は
淨
土
鎭
西
の
歉
義
を
授
け
ら
れ
た
と

の

一
項
が
あ
る
。

亦
頓
阿
法
師

の
傳

記
中
起
も
、
良
惠
上
人
に
眞
宗
院

に
謁
し
て
淨
土
西
山
の
法
義

を
う
け
、
了
譽
上
人
上
洛
の
時
、

參
會
し
て
鎭
西
流
義
を

も
傳
受
せ
ら
れ
尤
う
と
記

せ
ら
れ
て
居
る
、
け
れ
ど
竜
雙
方
共
に
年
月
日
が
記
る
し
て
な

い
か

ら
夫
れ
が
何

時
頃

で
あ

つ
ゐ

か
が
今

日
の
處
で
は
刳
然
せ
な

い
の
で
あ
る
o

、
元
來
頓
阿
法
師
と
其
當

時
の
名
師

尢
る
条
好

法
師

、
並
に
聖
冏
上
人
等
と
年
齡

の
比
較
を
し
て
見
る
と
、
頓
阿
と
兼

好
と
は
粂
好
が
七
歳
の
長
老
で
、
聖
冏
上
人
と

は
頓
阿
怯
師

の
方
が
五
十
三
歳

の
長
者
と
な
る
譯

で
、
若
し
普
逋
の
説

に
據

る
と
」
頓
阿
と
粂

好
は
頓
阿
が
二
十
歳

の
年
少
者

と
な
ウ
、
聖
間
上
人
と
頓
阿
法
師
と

の
差

は
四
十
歳

に
短
縮
ぜ

ら
る
丶
次
第
と
な
る
譯
で
あ

る
、
其

理
由

は
頓
阿
法
師

の
、寂
年
及
年
齡
に
於

て
一
一
読
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
云



崩
八

・
普
逋
の
説
に
よ
る
と
元
中

乖
年
(
南
朝

至
徳
元
年
)
三
月
十
三
日
世
壽
八
十
四
歳
、
東

山
雙
林
寺
に
於
て
歿
す
と
云
ふ

の
で
あ
る
が
南
山

巡
狩
録
と
大
日
本
吏
と
は
丈
中

元
年
壬
子
で
(
北
朝
の
應
安
五
年
)
三
月
十
八
日
世
壽

八
十

二
歳
と
な

つ
て
居

る
の
で
あ
る
但
し
大

日
本
吏
は
矢
張
年
齢

は
八
十
四
と
な

つ
て
居

る
何
れ
が
正

い
か
今
定
め
条
ね

る
が
恐
く
大

日
本
吏
は
南
山
巡
狩
録
に
依

つ
尢
も
の
で
あ
ら
う
か
ら
、
先

づ
此
方

に
依
る
之
す

る
o

,

頓
阿
の
若
き
時
、
謁
し
尢
良
惠
上
人
と
は
西
山
善
慧
か
ら
四
代
目
の
學

匠
で
經
筌
と
云
ひ
始
め
嵯
峨
中
院
の
竹
林
寺

に
佳
し
後
ち
城
南
深
草
眞
宗
院
に
居
ら
れ
尢
名
檜
で
粟
田
口

一
品
良
敖

の
息
で
あ

る
、
次
に
了
譽
聖
冏
師
の
最
初
の
上

洛

は
何
書
に
竜
其
年
次
が
缺
け
て
居
る
か
ら
判
然
せ
楓
が
、
大
凡
二
十
五
六
歳
か
ら
三
十

二
三
歳
頃
で
あ

つ
尢
ら
し

い

其
際
頓

阿
は
既

に
老
耄
期
に
入
う
、
七
十
七
八
歳
か
ら
八
十
四
歳
迄

の
間
で
所
謂
末
年
で
あ

つ
尢
樣

で
あ
る
。

我
了
譽
聖
冏
上
人
は
未
だ
若
年
な
が
ら
も
、
其
頃
既
に
諸
宗

に
聞
え
た
學
匠
で
あ
る
か
ら
、
頓
阿
が
之
に
鎭
西
の
敖
義

を
聞
か
れ
し
竜
亦
至
當
で
あ
る
、
叉

一
方
頓
阿

は
既

に
歌
道

の
耆
宿
と
し
て
當
時

の
第

一
人
者
と
し
て
上
下

の
均
し
く

敬
意
を
拂

ひ
、
歌
道
の
挽
回
を
此
人
に
期
待
し
た
程
で
あ
る
か
ら
、
上
人

の
法
師

に
其
道
の
奧
秘

を
尋
ね
ら
れ
し
は
尤

な

る
道
理
で
あ
る
o

鎭
流
租
傳

の
罍
冏
傳

に
も
、
和
歌
之
祕
奧
を
頓
阿

に
學
び
「
古

今
集
序
註
」
を
製
し
、
「
後
圓
融
帝
勅
徴
官
延

に
入
れ
蓮

瓧
之
宗
風
を
読
き
、
或
は
和
歌

を
製
し
て
勅
問
に
應
す
」
と
あ
る
が
吉
今
集
序
註
の
跋
に
は

、

于
時
應
永
齲
仲
秋
上
旬
候

了
譽
誌
之

鴨
継
籵

.
㌧



'

と
あ
る
か
ら
頓
阿
に
遇
ひ
尢
る
は
壯
年
上
洛

の
頃
で
、
「
古
今
集
序

五
註
卷
」
の
著
作
は
三
十
餘
年
後

の
應
永
十
三
年

に
相
當
し
て
冏
師
六
十

六
歳
弟
子
了
曉
の
爲

め
に
常
州
瓜
連
の
談

所
常
幅
寺

に
於
て
と
識
し

て
居
る
、
其
翌
々
年
の
應

永
十
五
年
の
六
十
八
歳
で
「
日
本
書
紀
私
鈔
」
を
著
作

し
て
、居
ら
れ
る
、
か
＼
る
次
第
で
冏
師

の
歌
遘
に
關
す
る
著
邇
が

稍
晩
年
に
行
は
れ
て
居
る
と
云
ふ
事

は
注
意
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
o

抑
も
頓
阿
と
冏
師
が
南
北
朝

時
代

の
末
期
に
生
れ
合
せ
、
た
と

ひ
宿

因
の
摧

す
る
處
と
は

い
へ
一
人

は
洛
陽

に
生
れ

一
人
は
關
東
常
陸

の
野
に
呱

々
の
聲
を
舉
げ
尢
の
で
あ

る
か
ら
、
深
重

の
因
縁
が
な

い
と
遭
遇
す
る
事

は
困
難

で
あ
る

當
時

の
如
き
戰
亂
に
し
て
且
交
逋
不
便

の
際
山
河
百
數
拾
里
を
隔

て
遙

々
笈
を
負

ひ
て
上
洛
し
、
時
に
八
十
歳
に
垂
ん

と
す
る
老
翕
を
訪
ね
て
、
一
代
の
歌
論
を
聽
く
乙
を
得
る
に
至
て
は
、
重
々
の
宿
命
的
因
縁

の
然
ら
し
む
る
處
で
あ
る
。

⇒　

一
代
の
歌
罍
頓
阿
と
偉
檜
聖
間
と

の
遭
遇
を
廣
義

に
解
す
れ
ば
、
吾
淨
土
門
と
歌
邁
の
因
縁
醇
熟
を
物
語
る
も

の
で

あ
る

い
ざ
是
よ
う
淨
土
門
に
於

け
る
歌
道
と

の
關
繋
を
少
し
く
叙
述
し
て
見
よ
う
o

日
本
の
淨
土
教
が
鎌
倉
の
初

期
に
當

つ
て
、

法
然
房
源
塞
上
人
、
其
人

に
據

つ
て
特
殊

の
發
展
を
爲
し
抛
事

は
今
更

事
新
し
く
喋

々
す
る
迄

も
な

い
の
で
あ
る
が
、
法
然
上
人
が
當
時
の
歌
人
と
如
何
な
る
關
係
を
持

つ
て
居
ら
れ
尢
か
と

云
ふ

裳
、
青
蓮
院
慈

圓
大
信
正
を
首
と
し
て
、
右
京
大
夫
藤
原
隆
信
及

ひ
共
子

の
左
京
大
夫
信
實
、
隆
信
朝
臣
の
異
父

俤

逸
當

る
定
家
卿
と
ゆ
關
孫
も
あ
る
が
油
法
然
正
人
門
下
に
晩
年
で
は
あ
る
が
下
野
國
宇
都
宮

の
領
主
で
あ

つ
尢
彌
三

一
九



二

の
、

郎
頼
綱
な

る
も

の
實
信
房
蓮
生
と
號
し
て
或

る
時
變

の
爲
め
俄
か
に
入
澄
の
身
と
な
り
て
洛
西
嵯
峨
野
に
草
庵

を
搆
え

尢
の
で
あ
る
、

い
按
だ
壯
年
を
も
過
ぎ
ざ
る
勃
々
た
る
勇
心
を
抱

き
て
若
隱
居
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
、

其
經

歴
の
概
略
を
叙
べ

て
見
る
と
、
彼
れ

は
元
來
關
東

の
名
家

で
、
北
條
時
政
の
女
饗
で
あ
る
、
時
の
尼
將
軍
政
子
と
は
義

兄

弟
の
問
で
寔

に
赫
々
た
る
身
分
で
あ
る
、
然

る
に
最
近
北
條
時
政
が
李
賀
朝
雅
を
將
軍

に
擁
立
せ
む
と
欲
す
る
陰
謀

に

加
擔
し
た
と
の
尼
將
軍
の
忌
諱

に
觸
れ
鎌
倉
よ
う
打
手
を
差

向
け
ち
れ
、
宇
都
宮
に
於

て

一
族
郎
黨
六
十
餘
人
と
共
に

髻

を
斬

う
出
家
し
て
其
器
を
謝
し

泥
の
で
あ

る
、
そ
し
て
自
身
は
鎌
倉

に
出

て
義
時

に
就

て
之
を
謝
し
夫
よ
う
上
洛
し

て
洛
西
嵯
峨
野
小
倉
山
の
麓
に
草
庵
を
し

つ
ら

ひ
、
爾
來
悠

々
風
月
を
友
と
す
時
に
年
僅

に
廿
八
歳
な
り
し
と
o

此
人
元
來
歌
道
の
素
養
あ
る
を
以
て
時
々
和
歌
を
詠
し
て
英
氣
を
漏
ら
し
、
出
家
以
後
は
撰
集
あ
る
毎
に
往

々
蓮
生

法
師
の
名
を
以
て
載
せ
ら
れ
て
あ
る
は
帥

ち
彼
の
詠

で
あ
る

゜

嵯
峨
野
の
其
隣
境
に
は
歌
道
の
達
人

尢
る
定
家
卿

の
中
院
山
莊
も
あ
る
、
其
側
に
は
徳
大
寺
左
大
臣
實
能
公
の
孫
で

有
名
な
法
眼
圓
實

の
三
男
に
當
る
前
大
納
言
律
師
公
全
と

い
ひ
此
人
竜
最
近
或
事
件

の
爲

に
肥
後
國
に

配
流
せ
ら
れ
、

歸
洛
後
法
然
上
人
の
門
弟
と
な

6
名
を
湛
室
と
改
め
尢
る
人

で
あ

る
、
此
三
人
は
倶
に
貴
族
の
出
身

で
あ

る
か
ら
和
歌

の
趣
味
も
あ
6
自
然
交
際
し
て
居

つ
尢
の
で
あ
る
、
或

日
蓮
生
法
師

は
湛
塞
か
ら
法
然
上
人
が
今
攝
州
勝
尾
山
に
籠
居

せ
ら
る
＼
經
緯
と
最
近
自
分
竜
罍

道
門
を
捨
て
＼
其
法
然
の
弟
子
と
な
れ
る
所
以
を
詳
し
く
聞

か
さ
れ
尢
の
で
あ
る
、

頼
綱
入
道
蓮
生

は
出
家
せ
し
も
未
だ
師
承
も
な
き
身
な
れ
ば
直
に
勝
尾
寺

に
と
急
ぎ
法
然
上
人
に
謁
し
茲
に
始

め
て
湛

O



,

塞
と
同
し
く
法
然
門
下
の

一
衲
衣
と
な

つ
尤
の
で
あ
る
。

夫
れ
か
ら
、
定
家
卿
と
蓮
生
法
師
と

は
洛
西
小
倉
山
の

つ
れ
く

が
因
縁
と
な
り
て
、
蓮
生
の
長
女
と
定
家

の
嫡
子

と
は
茲
に
縁
談
が
整

ひ
宇
都
宮
十

八
萬
石

の
姫
君

は
定
家
の
長
子
陀
る
爲
家
卿

の
新
夫
人
と
定
ま
り
漁
、
斯
に
芽
出
度

御

子
左
家

の
歌
道

の
本
家
も
宇
都
宮

氏
の
後
援
で
其
經
濟
上
稍

々
安
泰
な
る
を
得
禿
の
で
あ
る
、

因
に
彼
の
有
名
な
る
小
倉
百
人

一
首
も
、
此
時
蓮
生
の
山
莊

に
蓮
生
の
著
作

せ
る
を
定
家
の
書
き
鱠
れ
る
徑
路
は
帥

ち
明
月
記
に
よ
う
て
明
瞭

で
あ
る
o

定
家

の
嫡
長
た
る
爲
家
卿
も
父
に
劣
ら

漁
名
人
と
稱
せ
ら
れ
て
家
名
を
舉
げ
か
、
其
夫
人
宇
都
宮
氏
と

の
澗

に
竜
數

子
を
生
め
り
、
後

年
爲
氏
、
爲
敏

、
爲
相

の
三
家
に
分
立
せ
る
は
幸
か
不
幸
か
、
兎
竜
角
其
後
胤

は
三
流

に
分
れ
て
繁

榮
せ
り
此
三
子
は
、
即
ち
御
子
左
、
京
極
、
冷
泉

の
三
家
鼎
立
と
な
り
て
同
じ
爲
家

の
同
胞
で
あ
う
な
が
ら
烈
し
き
軋

轢
を
續
け
て
後
世

に
及
だ
の
で
あ
る
o

頼
綱
入
道
蓮
生
は
自
分
の
小
倉
の
山
莊
を
、
友
人
で
あ
う
相
弟
子
と
な
れ
る
湛
室
に
讓

り
て
、
法
然
滅
後

は
其
高
弟
で

あ
り
し
西
山
上
人
證
筌

の
草
庵
に
近
も
乙
訓
郡
三
鈷
寺
附
近
に
移
住
せ
ウ
、
是
歌
遘
に
は
定
家
爲
家
等
と
血
縁
關
係
も

生
し
其
誘
導

に
依

う
撰
集

に
竜
助

は
る
光
榮

に
浴
せ
し
も

一
方
佛
道
修
養

の
方
面

に
避
し
て
は
甚
だ
物
足
ら
顧
自
覺
を

威
ぜ
る
よ
蚤
證

塞
上
入

に
二
学
を
呈
し
て
隨
逐
す
る
事
に
な
れ
り
、
今

一
入

の
湛
塞

も
先
き
に

は
其
生
家

た
る
徳
大
寺

　

象
よ
う
は
一
代
の
歌
聖
西
行
を
出
だ
し
、歌
道
に
於
て
は
二
奪
院
湛
察
が
屡
々
名
歌
を
出
だ
し
」茜
昔
法
師
等
と
賂
答
の

粋二

鋤

9



ニ
ニ

事

は
「
古
今
著
聞
集
」
に
竜
出

て
居
る
、
獪
湛
室

の
歌
は
法
然
上
入
傳
記
中

に
も
最
古

の
繪
傳
と
稱
せ
ら

る
丶

「
傳
法
繪

詞
」
の
所

々
に
挿
入
さ
れ
し
和
歌
は
概
ね
作
者
湛
室
の
自
作
で
あ
る
事
を
知
ち
ね
ば
な
ら
漁
。

(
本
朝
祀
師
傳
記
繪
詞

は
九
卷
傳

の
本
名
也
)

斯

の
如
き
譯
で
法
然
上
人
高
足
の

一
人
な
る
湛
室
と
、
武
士
的
入
道
の
門
人
蓮
生

法
師
と

の
因
縁
で
淨
土
門

の

一
角

に
敷
嶋

の
道
な
る
歌
道

の
流
入
せ
る
事

を
忘
れ
て
は
な
ら

澱
、

况
ん
や
夫
れ
が
後
世
に
至
う
て
歌
道

の
血
縁
を
率
け
る

了
譽
聖
冏

の
五
重
相
傳
組
織

に
ヒ
ン
ト
を
輿
ふ
る
に
於
て
を
や
、
加
之
、
今
洛
西

の
其
場
所
を
訪

へ
は

一
時
で
は
あ
る

が
法
然
上
人
の
遺
骸
を
茲

に
陰
匿
し
其
後
茶
毘
し
て
之
を
埋
藏
せ
し
二
奪
敷
院
は
、
既

に
上
人
生
前

に
も
經
回
せ
ら
れ

し
遺
蹟
に
し
て
、
况
む
や
共
遺
骸

を
東

山
大
谷

よ
り
此
地
に
輪
遞

せ
る
其
頭
梁

は
湛
室
と
蓮
生

の
二
人
と
云
ふ
に
あ
ら

ず
や
、

　三　

談

は
姑

・
入
道
蓮
生

の
女
聾

た
る
爲
家
卿
の
事
に
戻

る
が
、
初

め
後
自
河
朝

の
俊
成
と

共
に
後
鳥

勿
め
定
家
は
歌
道

中

興
無
雙
の
歌
仙
と
稱

せ
ら

れ
、
其
子
爲
家

も
叉
名
人
に
て
、
後
嵯
峨
の
時
に
續
後
撰
集
、
後
深
草
の
朝
に
續
古
今
集
を

撰
し
尢
り
、
爲
家
の
長
一ナ
即
ち
宇
都
宮

入
道
蓮
生

の
女

の
生

ん
だ
爲
氏
は
龜
山
の
院
宣
を
以

て
續
拾
遺
集

を
撰

し
、
後
宇

多
帝
は
其
子
の
爲

世
を
師

と
し
て
後
二
條

の
初

め
新

後
撰
集
を
撰
せ
ら

る
、
仲
子
の
爲
教
は
京
極
家
と
號
し
て

一
旗
飾

を
建
て
、
其
次

の
爲
相

は
冷
泉
家
と
稱

し
て
都
合

三
家

に
分
れ
た
る
は
後
嵯
峨
帝

の
御
時
で
あ
り
し
o

●



■

Ψ

ー
爲
氏
-
母

ハ
宇
都
宮
入
道
蓮
生
之
女
ー
爲
世
-
御
子
左
家
或

ハ
ニ
條
家

定
家
-
爲
家
ー

爲
敖
ー
京
極
家

爲
蠡

撚
羨

笋

ル
人
7

.

"

卜
爲
相

母

ハ
阿
佛

尼
冷
泉

寥
.
^
.

'

仲

子
京
極
爲
敖

の
子
爲
粂

は
和
歌
蹴
鞠
に
堪
能
で
性
極
め
て
硬
直
で
あ
め
き
、
爲
氏
の
歌
風
を
拙
な
う
と
し
て
別
に

一
機
軸
を
揖
し
、
西
園
寺
實
蒹
に
扶
持
さ
れ
て
あ
り
し
が
、
爲
世
に
至

つ
て
は
其
才
力
是
に
敵
せ
ぎ
動
し
は
實
な
る
べ

し
馬
實
秉
竜
爲
世
の
歌
風
を
正
し
と
せ
ず
、
伏
見
帝

は
東
宮
時
代
よ
り
爲
秉
を
師

と
し
て
深
く
寵
信
し
給

へ
う
、
帥
位

の
後

に
勅
撰
集

を
撰
ま
せ
ん
と
思
す
と
雖
竜
御
子
左
家
よ
り
諍
ふ
て
決
せ
ず
、
加
之
、
爲
秉

は
伏
見
帝
の
初
め
よ
り
政

事
に
も
關
與
し
猜
忌
に
因
り
て
非
難
集
ま
う
両
度
ま
で
流
罪
に
處

せ
ら
れ
尢
の
で
あ
る
、

徒
然
草
に
爲
兼
大
納
言
入
道
召
捕
れ
て
武
士
ど
竜
打
園
み
て
六
波
羅

へ
出

行
け
れ
ば
、
日
野
資
朝
卿

一
僚
わ
尢
り
に

●

て
之
を
見
て
、
「
あ
な
羨
し
や
、
世
に
あ

ら
ん
思
出
、
か
く

之
そ
あ
ら
ま

ほ
し
け
れ
」
と
言
れ
け
る
、
と
是

は
後
の
流

罪

の
時
に
し

て
、
其
事
世
に
隱
れ
な
け
れ
ど
、
爲
条
の
事

は
知
る
竜
の
な
か
う
し
に
、
光
嚴
帝
宸
記

の
世
に
出
る
に
及

ん
で
委
く
知
ら

る
＼
に
至
れ
り
、

光
嚴
帝
宸
記

(
省
畧

)

ニ

右
震
託
中

に
見
遁
す
べ
か
ら
ざ
る

一
節
が
あ
る
、
そ
れ
は
爲
粂
の
言
に
し
て

「
佛
法
和
歌
更
不
γ有

差

別
之
意
地
一」
と

云

、一
言
な

う
、
是

れ
當
時
多
く
の
歌
人

の
懷
抱
ぜ

る
志
操
で
あ
ら
う
、
頓
阿
聖
冏
既

に
然
ケ
聖
冏
上
人
が
五
重
相
傳
組

'二
監

5



●

零

昌
四

織

の
主
旨

は
其
時
代
の
趨
勢

に
適
應
せ
る
宗
門
擁
護

の

一
大
方
策
た
名
は
言
ふ
迄
も
な

い
が
其
動
機
た
乃
や
歌
遘
を
學

び
其
奥
秘

の
傳
授

に
倣

ひ
て
事
茲
に
及
べ
る
ヤと
を
最
も
注
壷
す
べ
き
で
あ
ら
う
、
光
嚴
、
花
園
、
両
宸
記
に
京
極
爲
粂

の

行
動
が
亘
細

に
載

せ
ら

れ
カ
る
は
其
光
榮
眞

に
羨

む
べ
き
で
あ
る
、
然
し
て
其
人
物
の
優
良

な
る
、
寔
に
宸
記

の
如
し

と
す
る
竜
當
時
歌
道

の
三
家
が
如
何
に
其
家
領
の
爭
よ
り
延

い
て
歌
道
の
諍
と
な
り
當
時

の
政
爭

力
る
南

北
兩
朝

に
及

び
、
相

反
目
を
重
ね
、
爲
家

一
系
よ
6
出

で
し
骨
肉
が
如
何

に
裾
仇
敵
の
如
く
醜
爭
を
續

け
し
事

を
憾

む
の
で
あ
る
。

其
原
因
は
是
よ
6
先
き
建
治
元
年
五
月
前
權
大
納
言
正
二
位
藤
原
爲
家
薨
ず
年
七
十
八
、
子
爲
氏
嫡

子
と
し
て
御
子

左
の
租
と
し
て
(
又
二
條
ト
モ
云
フ
)相
續
す
、
箍
山
上
皇
爲
氏
を
し
霜

歌
を
撰
進
せ
し
め
給

へ
り
、
巖

鷂

鍵

懃

賊

正
元
年
中
爲
家
は
播
摩
國
細
川
莊

の
地
頭
職
を
嫡
子
爲
氏
姆
懸
欝
螂
嬉
嬾
翻

に
譲

b
し
も
、
後
ち
爲
氏
不
孝
の
事
あ
り

と
稱
し
て
、
文
永
十
年
七
月
十
四
日
及
び
同
十

一
年

六
月
廿
四
日
の
両
逋
の
讓
歌

を
以
て
改
あ
て
是
を
爲
相

に
輿

へ
尢

り
、
爲
家
の
薨
ぜ
し
時
爲
相
獪
ほ
幼
な
か
う
し
か
ぱ
爲
氏
其

細
河
莊
を
収
め
て
是

を
領
せ
う
。

爲
相

の
母
は
李
度
繁

の
女
で
、
安
嘉
門
院
に
仕

へ
て
四
條
と

い
ひ
出
家

し
て
阿
佛
尼
と
云
ふ
、
性
慧
敏
に
し
て
和
歌

を
善
く
し
爲
氏

の
押
妨
に
遭

ひ
て
憂
悶
措
く
能

は
ざ

る
次
第

で
あ
る
、
建
治
三
年
十
月
巾
幗

の
身
を
以
て
自
ら
鎌
倉
に

赴
き
幕
府
に
訴
ふ
る
と

こ
ろ
あ
り
、
其
紀
行
が
有
名
な
十
六
夜
日
記
で
あ
る
、
弘
安
二
年
四
月
に
爲
氏
も
鎌
倉
に
赴
き

發
す

る
に
臨
み
上
皇
之

に
馬
を
賜

ひ
し
な
ど
は
院
使

を
奉
ず

る
が
如
き
も
恐
く

は
亦

此
訴

に
關
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
、

(
經
長
卿
記
)

.

軋

書



此
訴
訟
は
久
し
く
決

せ
ず
阿
佛
尼
は
途
に
鎌
倉
に
客
死
す
る
に
至

つ
た
或
は
云

ふ
爲
相

も
此

に
薨
せ
り
と
云
ふ
Q
爲

氏
も
同
八
年
八
月
鎌

倉
に
あ
り
て
出
家
し
九
年
九
月
薨
ず

る
に
至
る
、

正
應

二
年
十

一
月
幕
府

は
爲
相
を
理
乏
し
て
其

本
領
を
復
せ
し

め
控
が
A
爲

氏
の
子
爲
世
之
に
服

せ
ず
、
爲
相
を
訴

へ
同
四
年
八
月
其
勝
利
に
蹄
し
尢
、
後
ち
正
和

二

年

七
月
幕
府

は
復
之
を
爲
相
に
付

せ
う
、
か
＼
る
有
樣
で
家
領
の
爭
が
段

々
延

い
て
歌
遘

の
醇
と
な
ρ
、
彼
等
同
族
の

み
な
ら
ず
各
々
高
貴
の
方

々
迄
各

々
贔
負

の
方
に
荷
擔
す
る
次
第
な
れ
ば
此
點
克
く
能

く
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

談

は
歌
道
の
本
家
筋
の
經
歴
を
概
括
し
て
叙
逋
し
て
見
た
が
再
び
本
題

の
頓
阿
法
師

の
系
圖
に
も
ど
ろ
う
。

四　

元
來
頓
阿
法
師
の
系
圖
は
其
家
集
「
荳
庵
集
」
に
依

る
と

△
道
長
i

頼
通
ー

師
實
鏖

-

全
春
レ

仁
春
。

厂
仁
尋
-

仁
譽
⊥

奪

出
羲

頓
阿
ー

欝

凵

難

僭
都

厂
堯
曾聾
權
大
僭
都
轟堯
孝
法
印
權
大
信
都
ぬ

駒

黷

梦

△

師
實
⊥

羹

i

+
三
代
-

光
貞
下
野
守
凵

厂
貞
宗

儷
瀦
鰈
講
創
爨

懿
響

韈

勢

刷ユ

噴濫



或
云
小
野
宮
友
納
言
能
實
入
世
ノ
孫

藤
原
系
鬪
云
遁
世
而
號
頓
阿
號
按
察
僭
都
叉
號

成
蹇

,

[
經
驫

莎
囎
臨

量
ハ

と

の
數
読
が
掲
げ

て
あ
る
、
大

日
本
史
翫

に
論
じ
て
居

る
如

く
全
春
、
仁
春
、
仁
尋
、
仁
譽
、
泰
尋
等
の
名
は
皆
法

系

で
あ

つ
て
俗
系
で
は
な

い
、
夫
を
謬

つ
て
俗
系
の
如
く
記
載
し
尢
の
で
あ
ら
う
と
云

へ
る
は
き
も
あ
る
べ
し
、
第
二

の
光
貞
、
貞
宗
、
經
賢
と
次
第
せ
る
も
の
が
稍

々
系
圖
に
近
く
、
經
賢
が
弟
子
法
印
と
記
載

告
る
は
所
謂
眞
弟

子
に
し

　

て
、
頓
阿
以
後
は
俗
系
と
法
系
と
は
同

一
で
頓
阿
竜
妻
帶
信
な
る
は
明
な
る
も
の
丶
如
し
o

康
富
記

の
享
徳

四
年
七
月
五
日
(
中
略

)後
聞
常
光
院
權
大
信
都
堯
孝
法
師
今

日
卒
去
年
六
十
五

云
曇
頓
阿
以
來
代
々

ニ

リ

ト

ノ

歌
人
也
、
殊
當
代
興
象

先
年
新
續
古
今
被
撰

之
時
爲
和
歌
所
開
闔
一者
也
而
依
レ無
實
子
以
昌清
水
谷
中
將
實
久
朝
臣
弟

爲

養
子
一令
・繼
象

獪
到
歌
道
一者
粂
無
粕

續
之
仁

以
妻
子
一尼
衆
授
昌吾
道
之
口
傳
一如
レ形
殘
昌置
之
一云
云
爲
レ世
爲
レ道
可
レ惜

乏

。
以
上

一
、
續
作
者
部
類
下
卷
に

堯
尋
獺
荊
篠
法
印
經
叉
云
堯
仁
と
も

或
書
云
蕘
孝
を
常
光
院
と
云
ふ
頓
阿
を
ひ
お
ほ
ぢ
と
云
ふ
は
頓
阿
經
賢
堯
仁
堯
孝
に
し
て
曾
租
父
に
當
る
云
云

一
、
迎
陽
文
集
に
、
抑
薯

院
耋

生
棲
息
之
閑
地
、
終
身
安
心
之
幽
莊
也

鸚

五
句

ノ



9

應
安
五
年
四
月
日

r

、

.
、

、

弟
子
法
印
大
和
爾
位
少
儕
都
經
賢

敬
白

.

一
、
蕘
孝
家
集
に
ふ

文
安
三
年
三
月
十

三
日
蔡
花
園
に
ま
う
で
て
法
事

の
後
、
御
室
木
寺
の
祚
殿
な
と

の
花
を
只
獨
眺

望

し
て

^

た
ぐ

ひ
な
き
色

を
し
る
べ
き
う
き
身

さ

へ

ひ
と
う
み
山

の
花

の
蔭
か
な

蕘
孝

.

蔡
花
園
は
山
城
國
葛
野
郡
に
あ
り
て
其
地
未
考
、
或
は
妙
心
寺
邊
歟
、
山
城
名
勝
志
に
妙
心
寺
の
前
に
出

し
て
其
方

角

を
記
さ
ず
、
蔡
花

は
自
蓮
を

い
ふ
、
草
庵
集
雜
部
瀧
水
の
所
に
委

し
、

一
、
崑
玉
集
に
頓
阿

は
四
條
道
場
に
竜
住
て
後
に
は
雙
林
寺

に
て
身
設
か
り
ね

る
也
、
墓
な
と
今
に
在
り
、

私
案

、
頓
阿
法
師

の
洛
陽
附
近

の
佳
所
を
考
る
に
四
條
道
場
金
蓮
寺
は
謂
ふ
迄
も
な
く
、
蔡
花
園
の
花
園
妙
心
寺
附

近
な
り
し
事

は
想
像
し
得
ら

る
＼
も
未
だ
確
尢
る
場
所
を
指
定
し
得
漁
は
遺
憾
と
す

る
處

で
、
家
集

に
蔡
花
園
山
莊

に

て

,

げ

に
か
丶
る
花

の
春
に
や
あ
は
ざ
ら

む

花

さ
く
山
の
陰
に
す
ま
ず
は

叉
仁
和
寺

の
菴
室
に
て

(
仁
和
寺
西
二
丁
)

二
出



ゆ

,

」
】八

」

世
の
う
き
を
そ

へ
て
き
く

こ
そ
悲

し
け
れ

都
に
近
き
山

の
あ
ら
し
に

と

あ
り
、
又
城
南
三
室
戸
の
草
庵

も
彼
れ
が
歌

に
依
て
知
ら
る

＼
所
で
あ
る
が
、
草
庵
集
に
世
の
中
靜
か
な
ら
ず
侍

う
し
頃
三
室
戸
の
菴
室
に
て

さ
び
し

さ
は
忍
び

こ
そ
せ
め

い
と

ひ
き
て

・

世

を
宇
治
山
の
峰
の
松
風

と
あ
れ
ば

一
時
洛
内

の
さ
わ
が
し
き
を
避
け
て
蒸
居
せ
る
も
の
な
る
べ
し
今
春
三
室
戸

の
開
張
に
頓
阿

の
此
歌
を
忍

び

つ
＼
訪
ね
至
り
し
竜
、
只
峰

の
松
風
を
聽
ぐ
ば
か
り
に
て
、
菴
居
の
所
為
さ
だ
か
な
ら
ず
、

い
と
も
の
足
ら

漁
心
地

せ
う頓

阿
の
禹
家

は
多
分
洛
東
聖
護
院

儲
於

て
ぜ
る
な
る
べ
し
其
當
時

の
門
跡
仁
譽

に
就

ひ
て
剃
染
し
天
台
寺
門
派
の

一

侶
と
し
て
泰
尋
と
號
せ
し
竜
の
で
あ
ら
う
、
是
れ
前
掲
の
系
鬪
に
仁
譽
の
下

に
泰
尋
經
賢
堯
尋
堯
孝
と
次
第

せ
る
は
皆

出
家
以
後

の
聖
護
院

法
系
か
ら
出

で
し
俗
系

の
混
亂
で
あ
ら
う
、
三
室
戸

に

一
時
避
難
せ
し
竜
同
寺
か
往
古
も
今
竜
聖

護
院

の
所
轄

に
し
て
宇
治
李
等
院

の
最
勝
院
と
共

に
聖
護
院
門
跡
の
末
寺
な
る
を
以

て
知

る
べ
き
で
あ

る
、
彼
れ
か
其

後

一
遍
門
下

の
時
宗
に
轉
宗
し
て
泰
尋
を
頓
阿
と
改
め
た
る
は
其
家
集
に
屡

々
、
聖
護
院
二
品
親
王
家

の
五
十
首
と
あ

る
の
は
恐
く
後
年
に
及
び
壯
年
出
家
遁
世
の
昔
を
偲
び
、
其
師
藉
の
恩
に
酬

ゐ
る
爲
め
年

々
數
回
五
十
首
宛
献
詠
せ
し



■

も
の
な
る
べ
し
當
時
の
怯
親
王
は
光
嚴
帝

の
皇
子
な
る
寛
譽
法
親
王
で

あ
る

ρ

　伍

彼
れ
は
其
歌
道

に
於

て
は
御
子
左
大
納
言
爲
世
卿

の
正
系
で
古
今
傳

授
の

一
流
で
あ

る
、
爲

明
卿
新
拾
遣
集
の
事
床

だ
終
ら
ず
し
て
逝
去
し
玉

ひ
し
か
ば
、
頓
阿
續

て
撰

し
驚
り
諏
所
著
の
書
は
、
井
蛙
抄
四
冊
、
新
續
鍬
仙
集
ご
册
、
家

の
集
な
る
草
庵
集
十
册
な
り
、
貞
治

二
年
比
、
七
十
餘
歳

に
し
て
、
攝
政
良
蛬

公
と
問
答
し
て
近
代
和
歌

の
風
體
異
風

に
な

喝
を
歎
き
イ
正
風
骼

に
改
め

世

の
龜
鑑
と
せ
ん
が
爲
め
其
書
を
「
愚
問
賢
註
」
と
號

せ
ら

れ
カ
、
抔
實

は
勅
命
で

あ
る
と
云
ふ
、
當
代

和
歌

の
四
天
王
と
云
は
れ
し
は
、
頓
阿
、
慶
運
、
淨
辨
、
兼
好
、
中
に
も
頓

阿
を
最

竜
勝
れ
尢
り

と
す
る
の
で
あ

る
o

徹
書
記
物
語
云
、
或
會
に
頓
阿
六
首
の
題

を
と
う
て
、
見
わ
カ
し
て
所
用
あ

て
小
棚
の
下

へ
押
入
て
、
罷
り
出

尢

る
所
に
慶
運
が
六
首
取
た
る
題
に
皆
と
り
か

へ
て
を
き
た
る
に
既

に
短
冊
重

楓
る
所

へ
頓
阿
婦
り
來
り
て
見
れ
ば
悉
く

以
前
の
題
に
非
ぎ

る
に
、
墨
を
し
す
う
て
、
さ
ら
ー

と
書
て
出

し
畢
澱
、
此
歌
皆

よ
き
間
、
慶
運
申

け
る
は
、
賢
く
ぞ

我
仕
り
尢
る
、
伽
樣

の
時
こ
そ
堪
能
の
程
は
あ
ら
は
れ

諏
べ
き
乏
ぞ
申
け
る
、
其
汰
首
の
中
に
「
橋
霜
ー
と

い
ふ
題
に

・山
人

の
道
の
ゆ
き

丶
の
あ
と
も
な
し

F
、

、
夜

の
探
の
霜
の
懐
丶
の
っ
ぶ
は
七

∴
孤

怯

∴

へ

頓
阿
と
慶
運
は
四
天
王
中
な
れ
ど
、
慶
蓮
は
淨
辨
の
子
息
な
れ
ば
年
齢
潮
餘
程
若
か
ら
℃
鳩
の
葱
如
し
」
慶
運
の
歌

二
跏

訊
騒

〃



三
〇

は
新
千
載
集

な
四
首
入
ら
れ
し
か
ば
之
を
喜
び
、
撰
者

を
九
拜
し
て
戚
涙
を
流
し
侍
り
し
が
、

く頓
阿
が
歌
十
餘
首
入
漁

と
聞
て
後

日
吾
歌
を
皆
切
出

し
侍

る
と
や
、
此
人
今
は
に
臨
み
年
比
の
詠
草
共
拜
に
抄
物
を
東

山
藤
本

の
草
庵
に
埋
み

捨
侍

る
と
也

今
案
す
る
に
頓
阿
の
歌
億
「
新
千
載
集
」
を
考
る
に
四
首
あ
り
、
十
餘
首
と

は
如
何
な

る
譯
な
る
に
や
、
淨
辨
歌
は
入

3
て
慶
邂
歌

は
之
れ
無
し
、
頓
阿
の
歌

の
撰
集

に
入
れ
る
數

は

`

績

千

載

集

に

一

首

績

後

拾

遣

集
に

二
首

風

雅

、
集

に

一

首

新

千

載

集

に

四
首

新

拾

遺

集

に

九

首

新

後

拾

遺

集
に

八
首

・
、

新

續

古

今

集
に

十
九
首

細
川
幽
齊

の
詠
歌
大
概
抄
に
凡
そ
歌
の
事
、
「
古
今
」
は
和
歌

の
頂
上
の
集
な
り
、
三
代
集
ま
で
は
其
面
影
殘
れ
り
と

い
へ
ど

竜
次
第
に
陵
夷
し
て
金
葉
、
詞
花
に
て
は
た
と
其
風
體
損
じ
け
る
を
、
西
行
が
よ
み
な
を
せ
る
由
、
世
に
之
を

稱
す
。
然
る
に
俊
成
卿
千
載
集
を
撰
ば
れ
し
よ
り
以
後
、
余
葉

の
風
を
か

へ
て
歌

の
道
、
中
興
せ
う
云
云
、
新
古
今

に

は
花

の
過
尢
う
と
て
新
勅
撰
集
に
は
實
を
本
と
せ
蚤
、
そ

の
＼
ち
爲
家
叉
勅
を
う
け
て
續
後
撰
を
え
ら
び
邏
せ
ら

る
、

此
集

正
風
體

に
し
て
花
實
相
兼

云
云

〆
此
後
叉
和
歌
陵
夷

せ
る
を
後
普
光
園
攝
政
、
頓
阿
と
志
を
同
し
イ
瘋

體
を
申
改

ら
れ
て
、
再
び
和
歌

の
道
を
こ
れ
り



り

乏
れ
頓
阿
が
力
也
、
「
愚
問
賢
註
に
其
趣
見
え
た
φ
、
と
o

　倣

了
譽
聖
冏
上
人
の
父
母
の
血
統
に
關
し
て
は
古
來
異
読
は
あ
る
が
清
陸
國
の
豪
族
の
出
な
る
事
に
於
て
は
諸
傳
の

一

致
す
る
處
で
、
父
は
泊
石
志
摩
守
義
光
或
は
宗
義
と
云
ひ
、清
和
源
氏
の
華
冑
で
常
陸
の
豪
族
佐
竹
氏
の
支
族
に
當
う
久

慈
郡
岩
瀬
の
城
主
で
あ
つ
た
ら
し

い
と
云
、母
は
鴻
欒
寶
幢
院
所
藏
で
あ
る
蓮
如
法
尼
難

の
書
像
賛
に
よ
る
と
向

國

筑
波
郡
小
田
城
主
小
田
筑
後
守
源
朝
臣
の
息
女
也
」
と
あ
る
と
云
ふ
、
小
田
氏
は
粟
田
關
白
道
篝

後
裔
で
郭
糊
覊

不

　綱
の
子
筑
後
守
八
田
知
家
の
末
葉
で
あ
る
か
ら
藤
原
氏
で
な
け
れ
ば
な
ら
漁
、
源
朝
臣
は
誤
謬
で
あ
ら
う
と
云
ふ
の
で

あ
る
(
高
瀬
承
嚴
氏
の
説
に
據
る
)
そ
し
て
此
人
は
貞
治
五
年
九
月
廿
六
日
五
十
九
歳
で
歿
し
謚
し
て
了
證
と
言

つ
て
を

る
、
聖
冏
上
人
は
暦
應
四
年
(後
村
上
帝
興
國
三
年
)正
潟
ご
十
五
日
生
れ
で
あ
る
。

此
頃
は
南
北
朝
に
分
れ
て
、
い
つ
べ
竜
惑
亂
の
衢
で
今
日
の
味
方
は
明
洞
は
敵
で
あ
る
か
竜
知
れ
漁
、
い
つ
れ
も
保
證

の
出
來
漁
人
心

'混
亂
の
時
代
で
あ
ゐ
、
暦
應
三
年
に
北
畠
顯
能
が
陸
奧
守
と
な
つ
て
義
良
親
王
を
奉
し
て
奥
朋
を
鎭
す

る
事
に
な
り
て
親
房
は
之
を
輔
け
て
海
路
任
に
赴
か
ん
と
し
て
伊
勢
よ
り
進
航
t
カ
が
遇
々
次
風
に
遇
ふ
て
親
王
及
が

顯
信
を
失
ひ
親
房
の
乘
船
は
常
陸
に
漂
着
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
小
田
治
久
め
小
田
戯
龍
入
う
凍
靴
諸
幗
を
招
尢
が

天
皇
崩
じ
給

ひ
、
後
村
缶
天
皇
が
立
給
み
、
興
國
二
琿
陸
良
親
王
を
城
中
に
迎
え
て
之
を
奉
じ
尢
弼
高
締
直
大
兵
を
率

趣
て
圍
む
や
親
房
援
を
.下
總
結
城
の
城
主
結
城
親
朝
に
乞
ふ
凌
、
け
れ
ど
も
觀
朝
は
款
を
尊
氏
に
通
じ
紘
其
請
に
應
せ

三

蝉



芒
〕

ず
.
、幾
干
竜
な
く
し
ズ
治
久
為
ま
凌
師
直
に
降

つ
た
、
茲

に
於

て
巳
を
得
ず
城
を
棄
て

丶
親
房
も
吉
野
に
走

っ
控
、
・
此

時
親
房
を
助
け
尢
小
田
治

久
の
副
將
豊
原
刑
部
竜
足
利

に
歸
順
し
尢
、
豪
族

佐
竹
義
敦
軍
の
搦
手
の
副
將
白
石
宗
義
と
曜

劍
を
相
交

へ
、
終

ひ
に
自
石
宗
義
を
討

つ
て
起

つ
能

は
ざ
ら
し
め
尢
、
宗
義

の
妻

は
其
常
時
五
歳
な
る

一
子
を
携
え
て

山
に
逃
れ
、
野
に
隱
れ
て
、
只
管

遺
兒
の
生
長
を
所

つ
尢
、
是
れ
が
帥
ち
了
譽
上
人

で
あ
る
、
其
後

栂
は
遺
兒
を
故
城

に
程
近
き
、
瓜
連
の
常
臈
寺
了
實
上
人

の
室
に
投
じ
て
出

家
せ
し
め
た
、
時
に
年
八
歳
と
も

一
説
に
は
九
歳

で
其
名
を

聖
冏
と
改
め
尢
と
云
ふ
、
文
和
四
年
十
五
歳

で
了
實
の
師
な
る
同
國
太

田
の
法
然
寺
蓮
勝
永
慶

の
坐
下
に
學
ふ
事
四
年

延
文
三
年
十
八
歳

で
武
藏
箕
田

の
定
慧
上
人

を
訪
ふ
尢
が
、
定
慧
箕
田
を
去

つ
て
鎌
倉
光
明
寺
に
赴
き
更
に
轉
じ

て
桑

原
の
遘
場
に
居
ら
れ
だ

か
ら
其
跡
を
逐
ふ
て
謁
し
、
康
安
元
年
廿

一
歳
で
淨
士
述
聞
鈔
を
與

へ
ら
れ
た
か
ら
私
意
を
加

へ
て
定
慧

に
呈
し
た
、
慧
之

を
見
て
大
に
賞
せ
ら
れ
尢
、
淨
土
述
聞
口
決
鈔
二
卷
が
之
れ
で
あ
る
、
蓋
し
之
れ
述
作
の

始
で
あ
る
、
越
え
て
二
年
廿
三
歳
で
淨
土
眞
宗
付
法
傳

一
卷

を
作

つ
!し
一
宗
相
傳
の
系
譜
を
明
ら
か
に
し
以
て
師
錬

の

淨
土
宗

を
指
し
て
寓
宗
と
貶
t
だ
の
を
駁
し
た
、
貞
治
四
年

二
十
五
歳
に
し
て
定
慧
よ
り
淨
土
宗
相
傳

の
宗
義
行
業
、

拜

に
圓
頓
布
薩

の
大
戒
を
附
囑
せ
ら
れ
尢
、
そ
し
て
定
慧

の
本

山
傳
を
受
け
了
尢
か
ら
、
蓮
勝

の
末
山
傳
と
兩
傳

を
粂

ね
受
け
尤
事
と
な
る
、
夫
れ
か
ら
諸
州
を
遍
歴
し
て
各
宗

の
碩
徳
亘
匠
の
門
を
敲
か

ん
尢
め
定
慧

の
下
を
辭
ら
れ
た
と

云
ふ
の
で
あ

る
か
ら
、
先

づ
眞
言
の
要
義
を
叔

父
の
、
常
陸
中
西
寶
幢
院
の
宥
尊
法
印
に
受
け
た
、
宥
蓴

は
白
石
志
摩

守
宗
義
の
舍
弟

で
あ

つ
俊
と
云
ム
、
次
に
天
台

一
實

切
妙
旨

は
、
法
印
眞
源
よ
り
受
け
、
唯
識
、
倶
舍
、
因
明
等

の
性

＼



相
學
は
下
野
塙
田
東
勝
寺
明
哲
及
ひ
同
國
磐
田
寺
の
學
園
に
學
び
、
此
問
に
上
洛
せ
ら
れ
頓
阿
洪
師
に
も
面
謁
せ
ら
れ

其
誘
導
に
よ
り
て
参
内
も
逐
げ
ら
れ
し
も
の
な
る
べ
し
。
京
洛
よ
う
歸
郷
後
、
永
和
四
年
卅
八
歳
で
同
國
大
庭
山
往
生

院
南
瀧
坊
に
寓
し
て
、

一
切
經
を
披
閲
さ
れ
尢
、
夷
勝
寺
に
性
相
を
研
學
し
、
大
庭
山
に
閲
藏
を
さ
れ
カ
に
就

い
て
は

深
き
存
意
の
あ
る
處
で
、
是
れ
は
後
段
に
叙
述
し
よ
う
o

　七　

下
野
國
塙
田
の
東
勝
寺
と
云
ふ
は
、
そ
の
昔
嵯
峨
野
に
於
て
法
然
上
人
の
高
弟
湛
塞
の
慫
慂
に
因
り
勝
尾
山
に
趣
き

上
人
の
門
弟
の

一
人
に
加
は
う
し
頼
綱
入
道
蓮
生
の
孫
に
當
る
宇
都
宮
彌
三
郎
景
綱
が
其
父
貞
綱
の
冥
輻
の
爲
め
建
立

せ
し
法
相
宗
の
關
東
に
於
け
る

一
大
佛
刹
で
あ
る
。
そ
し
て
聖
冏
上
人
の
其
母
は
實
に
宇
都
宮
彌
三
郎
入
道
蓮
生
の
孫

子
で
あ
る
、
予
が
先
き
に
其
蓮
生
法
師

の
關
係
で
歌
道
の
一
部
が
吾
法
然
門
下
の
一
角
に
流
入
ぜ
し
因
線
を
述
べ
て
置

い
尢
」
果
せ
る
哉
蓮
生
の
血
を
受
け
尢
る
了
譽
聖
冏
上
人
が
吾
淨
土
宗
の
第
七
租
と
し
て
嗣
祀
し
鎭
西
正
義
の
傳
燈
を

夫
成
す
る
淀
大
功
あ
り
し
事
は
、
寔
に
深
重
の
因
果
關
係
が
含
懐
れ
て
居
る
の
で
あ
る
、
聖
冏
の
諱
を
了
譽
と
稱
せ
ら

ダ

れ
し
は
慥

に
生
母
の
謚
號
了
證
の

一
字
を
採
ら
れ
し
も
の
で
蓋

し
尋
常

一
樣

に
あ
ら
ざ
る
悲

母
追
恩
の
思

ひ
出

な
る
べ

し
御
子
左
家
が
蓮
生

の
血
統
を
交

へ
て
居

る
。
そ
し
て
夫
は
爲
氏
か
ら
で
あ
る
、
其
爲
氏
の
代
表
的
門
人

と
し

て
當
時

帝

者
の
師
乏
な
れ
る
噸
阿
は
寔

に

一
代

の
歌
聖
で
あ

る
、
聖
冏

の
之
を
月
指
し
で
上
洛
せ
し
は
、血
統
を
引
け
る
御
乎
左

の
代

表
者
に
口
傳
を
聽
か
ん
と

の
希
望
で
あ

漏
、
鬮
ら
ざ
う
ぶ
四
條
遘
場
に
於
け
る
頓
阿
の
鳳
授

に
紳
、攬
並

に
歌
道

の

芸
騨三



ヨ

の

り

靉

量

る
と
、
「
　
_o
0
0
0
0
0
o
_c　
o
0
0
0
0
�
0
0
0
0

此
事
甚
深

の
口
傳

也
聊
爾
に
之
を
談
ず
べ
か
ら
ず
」
と
此
言
葉

は
當
時
歌
道
の
骨
肉
が
領
肇

件
か

ち
率
ゐ
て
歌
道
並
に
南
北
朝
の
抗
爭
問
題
と
迄
に
及
び
常
に
互
に
ロ
に
す
る
常
套
語
で
あ
る
、
當
時
禪
宗
全
盛
に
つ
き

か
丶
る
標
語
は
尋
常
茶
飯
事
尢
う
し
と
雖
ど
も
歌
道
に
於
て
は
「古
今
傳
授
」
思
想
の
擡
頭
と
云

ひ
細
川
幽
齋
の
身
と
共

に
亡
す
事
を
惜
み
尢
る
、
「今
古
集
」傳
授
も
實
は
斯
時
醗
酵
し
て
所
謂
堂
上
歌
墨
あ

、
「
口
傳
祕
授
」
な
動
と
云
ふ
事
は

ゆ

茲
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
。
聖
冏
上
人
が
六
十
六
歳

に
し
ズ
「
古
今
集
序
註
」
を
書
き
、
六
十
八
歳
で
「
日
本
書
記
私
鈔
」

を
も
の
せ
る
は
決
し
て
偶
然

で
は
な

い
、
己
が
祗
先

の
血
を
分
け
尢
る
歌
道
の
宗
家
御
子
左

の
代

表
的
頓
阿
法
師

よ
り

潤
授

奥
傳
々
得
其
天
職
と
せ
る
本
宗

の
傳
法
組
織
に
之
を
應
用
し
て
邃
に
之
を
完
了
す

る
に
至
れ
る
の
で
あ
る
。

-古
來
傳
法
上
に
於

て
種
々
論
議

の
殘

さ
れ
て
あ
る
例
せ
ば
了
蓮
寺
檀
越
の
家
に
生

れ

た

る

延
享

の
四
休
菴
貞
極

の

「
五
電
癈
立
鋤
」
等

に
於
け
る
詳
細
な
る
批
制

は
後
日
更
に
標
題

を
改
め
て
述
べ
る
ご
と

に
す
る
(
終
)

弘
安
元
年
三
月
西
山

の
よ
し
峰
寺
に
外
祀
父
蓮
生
法
師
舊
跡
の
花
の
ち
り
侍

り
け
る
を
見
侍

り
て

新

千

載

爲

氏

尋
き
て
昔
を
と

へ
は
山
里
の

、

.

.

-

花
の
し
つ
く
も
涙
な
釦
け
わ


